
令和６(2024)年度 第１回みよし市都市計画審議会 次第 

 

日時：令和６(2024)年６月６日（木） 

午後３時００分から 

場所：市役所６階 601・602 会議室 

 

 １ 委嘱状交付 

 

２ あいさつ 

 

３ 会長、副会長の選任について 

 

４ 報告事項 

(1)  豊田都市計画（みよし市）の概要について 

(2)  今後のスケジュール（案）について 
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Ⅰ みよし市の概要 

１ 面積、人口、世帯数、人口密度の推移 

  各年４月１日現在 

年度 
面積 

（㎢） 

人口※ 

（人） 

世帯数 

（世帯） 

人口密度 

(人/㎢) 
備考 

明治 39(1906)年度 32.20    三好村・莇生村・明越村合併 

大正 9(1920)年度 32.20    国勢調査の人口 6,175人 

昭和 30(1955)年度 32.20 8,978 1,657 279 国勢調査の人口 9,006人 

昭和 33(1958)年度 32.20 9,043 1,697 281 町制施行：昭和33(1958)年4月1日 

昭和 35(1960)年度 32.20 9,201 1,758 286 
工場誘致奨励条例施行 

国勢調査の人口 9,161人 

昭和 40(1965)年度 32.20 12,454 2,476 387 
名古屋刑務所移転（S40年1月） 

国勢調査の人口 14,438人 

昭和 45(1970)年度 32.20 17,561 3,782 545 国勢調査の人口 19,734人 

昭和 50(1975)年度 32.20 23,381 6,154 726 国勢調査の人口 25,303人 

昭和 55(1980)年度 32.20 26,431 7,382 821 国勢調査の人口 28,552人 

昭和 60(1985)年度 32.20 28,083 8,023 872 国勢調査の人口 30,039人 

平成元(1989)年度 32.11 29,935 8,844 932 
S63.10.1国土地理院の測量結果、面

積変更（豊田市との境界） 

平成 2(1990)年度 32.11 30,334 9,091 945 国勢調査の人口32,241人 

平成 7(1995)年度 32.11 37,567 12,055 1,170 国勢調査の人口39,920人 

平成 12(2000)年度 32.11 45,267 15,277 1,410 国勢調査の人口47,684人 

平成 17(2005)年度 32.11 53,340 18,798 1,661 国勢調査の人口 56,252人 

平成 21(2009)年度 32.11 57,561 21,358 1,793 市制施行：平成 22(2010)年 1月 4日 

平成 22(2010)年度 32.11 57,864 21,412 1,802 国勢調査の人口 60,098人 

平成 27(2015)年度 32.19 59,885 22,700 1,860 国勢調査の人口 61,795人 

平成 30(2018)年度 32.19 61,070 23,834 1,897  

令和元(2019)年度 32.19 61,153 24,141 1,900  

令和 2(2020)年度 32.19 61,040 24,363 1,896 国勢調査の人口 61,952人 

令和 3(2021)年度 32.19 61,236 24,843 1,902  

令和 4(2022)年度 32.19 61,218 25,104 1,902  

令和 5(2023)年度 32.19 61,375 25,480 1,907  

令和 6(2024)年度 32.19 61,380 25,865 1,907  

※ 人口は住民記録の値 

※ 平成 27(2015)年度における面積の変更は、平成 27(2015)年 3月 6日に国土地理院が公表した「平成

26年全国都道府県市区町村別面積調」における測量方法の変更による。 
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Ⅱ 都市計画区域 

１ 都市計画区域 

  みよし市の都市計画区域は、昭和 39(1964)年 6 月に町全域で当初決定され、その

後、市町村の行政区域にとらわれずに広域的観点から都市計画を進めるため、昭和

44(1969)年 12 月に豊田市と三好町を併せて豊田都市計画区域として定められ、現在

に至っています。 

決定の年月日 都市計画区域名 市町村 面積(ha) 

昭和 39年 6月 10日 三好町都市計画区域 三好町(行政区域の全域) 約 3,220 

昭和 44年 12月 24日 豊田都市計画区域 

豊田市(行政区域の全部) 約 28,969 

三好町(行政区域の全域) 約 3,220 

計 約 32,189 

平成 12年 10月 31日 豊田都市計画区域 

豊田市(行政区域の全部) 約 29,011 

三好町(行政区域の全域) 約 3,211 

計 約 32,222 

平成 22年 12月 24日 豊田都市計画区域 

豊田市(行政区域の一部) 約 35,569 

みよし市(行政区域の全域) 約 3,211 

計 約 38,780 

※ 豊田市の豊田都市計画区域は、平成 22(2010)年 12 月 24 日の決定告示により旧藤

岡町の藤岡都市計画区域を含め豊田都市計画区域として再編されました。 

※ 豊田市の豊田都市計画区域は、平成 17(2005)年 4 月 1 日に行われた市町村合併に

よって、行政区域の一部となっています。 

※ 都市計画区域とは、実質的に一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全

する必要がある区域をもって都市計画区域として県が指定します。 

 

（参考） 

区分 決定変更の年月日 面積 備考 

都市計画法の適用 昭和 39年 6月 10日 3,220ha 行政区域の全域 

都市計画区域の指定 昭和 44年 12月 24日 3,220ha 
豊田都市計画区域

に編入 

市街化区域の決定（当初） 

  〃  の変更（最終変更） 

昭和 45年 11月 24日 

令和 6 年 3 月 26 日 

410ha 

1,092ha 
 

用途地域の指定（当初） 

  〃 の変更（最終変更） 

 

昭和 46年 2月 15日 

令和 6 年 3 月 26 日 

（福谷広久伝地区） 

410ha 

1,092ha 
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Ⅲ 区域区分 

１ 市街化区域及び市街化調整区域※ 

  みよし市では、昭和 45(1970)年に市街化区域と市街化調整区域の区分が決定され、

その後人口の増加、産業の発展、大規模開発などに対応するため、11 回の変更が行

われ、現在に至っています。 

告示番号・年月日 種別 都市計画区域 市街化区域 主な地域 

愛知県告示第 919号 

昭和 45年 11月 24日 

決定 約 3,220ha 

（100％） 

約 410ha 

（13％） 

水洗・新屋・東山畑・天王・

油田・東山・弥栄・三好第 1・

三好第 2・陣取山・蜂ヶ池・

西中島・小坂・三好上・湯之

前・三好西・並木・半野木・

西山・下山・高岡 

愛知県告示第 194号 

昭和 54年 3月 2日 

変更 約 3,220ha 

（100％） 

約 664ha 

（21％） 

三好丘第 1・三好丘第 3・東

山（高校西）・福田 

愛知県告示第 649号 

昭和 57年 6月 21日 

変更 約 3,220ha 

（100％） 

約 752ha 

（23％） 

三好丘第 2 

愛知県告示第 390号 

昭和 59年 4月 4日 

変更 約 3,220ha 

（100％） 

約 845ha 

（26％） 

木之本中島・向田・上ヶ池・

山ノ神・八和田山 

愛知県告示第 150号 

平成 3年 2月 27日 

変更 約 3,211ha 

（100％） 

約 901ha 

（28％） 

阿弥陀堂・辰己山・森曽 

愛知県告示第 362号 

平成 4年 3月 30日 

変更 約 3,211ha 

（100％） 

約 982ha 

（30％） 

根浦（特定保留解除） 

愛知県告示第 860号 

平成 8年 11月 1日 

変更 約 3,211ha 

（100％） 

約 996ha 

（31％） 

ひばりヶ丘（特定保留解除） 

愛知県告示第 383号 

平成 9年 4月 18日 

変更 約 3,211ha 

（100％） 

約 1,044ha 

（32％） 

青木・中島 

愛知県告示第 861号 

平成 12年 10月 31日 

変更 約 3,211ha 

（100％） 

約 1,057ha 

（32％） 

黒笹工業・行政区域界の変更 

上ヶ池（JA ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｰｼｮﾝ） 

愛知県告示第 217号 

平成 31年 3月 29日 

変更 約 3,219ha 

（100％） 

約 1,076ha 

（33％） 

愛知大学跡地・打越山ノ神・

明知八和田山 

愛知県告示第 129号 

令和 2 年 3 月 27 日 

変更 約 3,219ha 

（100％） 

約 1,087ha 

（34％） 

福田池下 

愛知県告示第 153号 

令和 6 年 3 月 26 日 

変更 約 3,219ha 

（100％） 

約 1,092ha 

（34％） 

福谷広久伝 

※ 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。 

  市街化調整区域とは、市街化を抑制するべき区域です。 
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Ⅳ 地域地区 

１ 用途地域※ 

  みよし市には、現在、下記の用途地域が指定されています。 

種 類 
面 積 

(ha) 

建 築 物 の 

延べ面積の 

敷地面積に 

対する割合 

建 築 物 の 

建築面積の 

敷地面積に 

対する割合 

外 壁 の 

後退距離 

の 限 度

(ｍ) 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

(㎡) 

建築物

の高さ 

の限度 

(ｍ) 

用 途 の 

割 合 

 

(％) 

第一種低層 

住居専用地域 

259      23.7 

 

6 5/10以下 3/10以下 －  －  10  (2.3) 

158 10/10以下 5/10以下 －  －  10 (61.0) 

95 10/10以下 6/10以下 －  －  10 (36.7) 

第二種低層 

住居専用地域 
19 10/10以下 6/10以下 －  －  10 1.7 

第一種中高層 

住居専用地域 

122      11.2 

 
78 15/10以下 6/10以下 －  －  －  (63.9) 

44 20/10以下 6/10以下 －  －  －  (36.1) 

第二種中高層 

住居専用地域 
33 20/10以下 6/10以下 －  －  －  3.0 

第一種 

住居地域 
137 20/10以下 6/10以下 －  －  －  12.5 

第二種 

住居地域 
55 20/10以下 6/10以下 －  －  －  5.0 

準住居地域 17 20/10以下 6/10以下 －  －  －  1.6 

住居系小計 642      58.7 

近隣商業地域 21 20/10以下 8/10以下 －  －  －  1.9 

商業地域 13 40/10以下 8/10以下 －  －  －  1.2 

商業系小計 34      3.1 

準工業地域 12 20/10以下 6/10以下 －  －  －  1.1 

工業地域 150 20/10以下 6/10以下 －  －  －  13.8 

工業専用地域 254 20/10以下 6/10以下 －  －  －  23.3 

工業系小計 416      38.2 

合 計 1,092      100.0 

※ 用途地域とは、土地利用を具体的に定めるためのものであり、建築行為などを規制誘

導することにより計画内容を実現していくもので、市街化区域には必ず用途地域が定め

られます。 



第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第

一

種

住

居

地

域

第

二

種

住

居

地

域

準

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

備　 考

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非住宅部分の用途制限あり

① ② ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

② ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3000㎡以下

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3,000㎡以下

▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 10,000㎡以下

▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ 10,000㎡以下

▲ ○ ○ ○ ▲ 客席200㎡未満

○ ▲ ▲ 個室付浴場を除く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 600㎡以下

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3,000㎡以下

▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 300㎡以下　2階以下

① ① ② ② ③ ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3,000㎡以下

▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
原動機の制限あり
▲ 2階以下

① ① ① ② ② ○ ○ ○

② ② ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

量が非常に少ない施設 ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

量が少ない施設 ○ ○ ○ ○ ○

量がやや多い施設 ○ ○ ○

量が多い施設 ○ ○

注）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の
床面積が50㎡以下

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

倉庫業倉庫

自動車修理工場

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量

① 600㎡以下　1階以下
② 3,000㎡以下　2階以下
③ 2階以下

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
   ①50㎡以下

②150㎡以下

▲ 2階以下

工

場

・

倉

庫

等

建築物附属自動車車庫
①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

図書館等

神社、寺院、教会等

病院

巡査派出所、一定規模以下の郵便の業務の用に供する施設等

事務所等の床面積が1,500㎡以下のもの

用途地域による建築物の用途制限の概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することが

できる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

　用途地域内の建築物の用途制限
建てられる用途
建てられない用途

①、②、③、④、▲   面積、階数等の制限あり

① 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建
具屋等のサービス業用店舗のみ
2階以下

② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、銀
行の支店・損保代理店・宅地建物取引業
等のサービス業用店舗のみ
2階以下

③ 2階以下
④ 物品販売店舗、飲食店を除く

ホテル、旅館

遊
戯
施
設
・
風
俗
施
設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

カラオケボックス等

麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券、車券発売所等

劇場、映画館、演芸場、観覧場

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が 3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等

単独車庫（附属車庫を除く）

店

舗

等

店舗等の床面積が 　150㎡以下のもの

店舗等の床面積が　 150㎡を超え、   500㎡以下のもの

店舗等の床面積が   500㎡を超え、 1,500㎡以下のもの

店舗等の床面積が 1,500㎡を超え、 3,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの

事
務
所
等

畜舎（15㎡を超えるもの）

公衆浴場、診療所、保育所等

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童厚生施設等

自動車教習所

①1,500㎡以下　2階以下
②3,000㎡以下

※一団地の敷地内について別に制限あり

②

作業場の床面積
①50㎡以下
②150㎡以下
②300㎡以下

原動機の制限あり

○③ ○ ○① ①

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

③

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
- 5 -
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(参考) 

用途地域による建築物の用途制限の概要 

 用途地域 用途制限の概要 

１ 第一種低層住居専用地域 

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 

小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校など

が建てられます。 

２ 第二種低層住居専用地域 

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 

小中学校のほか、150㎡までの一定の店舗などが建て

られます。 

３ 第一種中高層住居専用地域 

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 

病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建てられ

ます。 

４ 第二種中高層住居専用地域 

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域で

す。 

病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定の店舗や

事務所などが建てられます。 

５ 第一種住居地域 

住居の環境を守るための地域です。 

3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建てられ

ます。 

６ 第二種住居地域 

主に住居の環境を守るための地域です。 

店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボッ

クスなどが建てられます。 

７ 準住居地域 

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、

これと調和した住居の環境を保護するための地域で

す。 

８ 田園住居地域 

農地と調和した低層住宅の良好な環境を守るための

地域です。 

第一種低層住居専用地域に建築可能な建築物のほ

か、農業関連の建築物が建てられます。 

９ 近隣商業地域 

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利

便の増進を図る地域です。 

住宅や店舗のほかに小規模の工場が建てられます。 

10 商業地域 

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業

等の業務の利便の増進を図る地域です。 

住宅や小規模の工場が建てられます。 

11 準工業地域 

主に軽工業を行う工場等の環境悪化の恐れがない工

場の業務の利便を図る地域です。 

危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど

建てられます。 

12 工業地域 

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、ど

んな工場でも建てられます。 

住宅や店舗は建てられますが、学校、病院、ホテル

などは建てられません。 

13 工業専用地域 

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。 

どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、

病院、ホテルなどは建てられません。 

 



 - 7 - 

２ 特別用途地区※ 

  みよし市には、特定業種の集団化や専用化を図るため、昭和 55(1980)年に特別工業地区

が指定され、その後、工業団地の造成等に伴い、4回の変更を行っています。 

告示番号・年月日 種別 種類【主な内容】 面積 主な地域 

三好町告示第 37号 

昭和 55年 4月 7日 
決定 

特別工業地区(工業地域) 

【専用住宅（新築）の禁止】 
約 4ha 半野木(約 4ha) 

特別工業地区(工業専用地域) 

【重化学工業の禁止】 
約 17ha 半野木(約 17ha) 

計 約 21ha  

三好町告示第 64号 

昭和 60年 5月 13日 
変更 

特別工業地区(工業地域) 

【専用住宅（新築）の禁止】 
約 8ha 

半野木(約 3ha) 

川岸当(約 5ha) 

特別工業地区(工業専用地域) 

【重化学工業の禁止】 
約 14ha 半野木(約 14ha) 

計 約 22ha  

三好町告示第 26号 

昭和 63年 9月 30日 
変更 

特別工業地区(準工業地域) 

【工業の業種、業態の制限】 
約 2ha 三好丘(約 2ha) 

特別工業地区(工業地域) 

【専用住宅（新築）の禁止】 
約 8ha 

半野木(約 3ha) 

川岸当(約 5ha) 

特別工業地区(工業専用地域) 

【重化学工業の禁止】 
約 14ha 半野木(約 14ha) 

計 約 24ha  

三好町告示第 3号 

平成 10年 3月 27日 
変更 

特別工業地区(準工業地域) 

【工業の業種、業態の制限】 
約 2ha 三好丘(約 2ha) 

特別工業地区(工業地域) 

【専用住宅（新築）の禁止】 

【住宅、共同住宅の禁止】 

約 31ha 

半野木(約 3ha) 

川岸当(約 5ha) 

森曽(23ha) 

特別工業地区(工業専用地域) 

【重化学工業の禁止】 
約 14ha 半野木(約 14ha) 

計 約 47ha  

みよし市告示第 41号 

平成 22年 12月 24日 
変更 

決定権者の変更（三好町から

みよし市） 
約 47ha  

みよし市告示第 67号 

令和 2 年 6月 26日 
変更 

特別工業地区(準工業地域) 

【工業の業種、業態の制限】 
約 2.0ha 三好丘(約 2ha) 

特別工業地区(工業地域) 

【専用住宅（新築）の禁止】 

【住宅、共同住宅の禁止】 

【工業の業種、業態の制限】 

約 31.7ha 

半野木(約 3ha) 

川岸当(約 5ha) 

森曽(23ha) 

郷浦(0.7ha) 

特別工業地区(工業専用地域) 

【重化学工業の禁止】 
約 14.0ha 半野木(約 14ha) 

計 約 47.7ha  

※ 特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわ

しい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域

の指定を補完して定める地区です。 
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３ 防火地域※ 

みよし市三好町青木及び前田の各一部の商業集積地区等において、従前の近隣商業地域

を商業地域に用途を変更することに伴い、土地利用度及び建築密度の高い区域における建

築物の不燃化を促進するために、平成 28(2016)年に防火地域を指定しています。 

告示番号・年月日 種別 地区名 面積(合計) 主な地域 

みよし市告示第 49号 

平成 28年 6月 24日 
決定 三好青木地区 

約 13.1ha 

(13ha) 
青木、前田 

※ 防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。 

（規制概要：建物の規模に応じ耐火又は準耐火構造にする必要があります。） 

 なお、愛知県内の都市計画区域の全域(防火地域及び準防火地域に指定された区域を除

く。)は、建築基準法第 22 条の規定による建築物の屋根を不燃材料で造り又は吹かなけ

ればならない区域(22条区域)として指定されています。 

 

４ 準防火地域※ 

みよし市には、建築物の不燃化を促進することにより都市防災の促進を図り安全な市街

地の形成を進めるために、昭和 47(1972)年に準防火地域が指定され、その後市街地の拡大

に伴い、また平成 28(2016)年における近隣商業地域から商業地域への変更により 7回の変

更を行っています。 

告示番号・年月日 種別 地区名 面積(合計) 主な地域 

愛知県告示第 975号 

昭和 47年 11月 29日 
決定 三好上地区 

約 2.0ha 

(2ha) 

上、木之本、出口、

湯之前 

三好町告示第 3号 

昭和 58年 3月 3日 
変更 湯之前地区 

約 12.1ha 

(14ha) 

湯之前、中島、出口、

小坂、陣取山 

三好町告示第 63号 

昭和 60年 5月 13日 
変更 小坂地区 

約 6.5ha 

(21ha) 

小坂、中島、出口、

溝ノ上 

三好町告示第 3号 

昭和 62年 2月 20日 
変更 三好ヶ丘第一地区 

約 4.3ha 

(25ha) 
三好ケ丘駅周辺 

三好町告示第 2号 

平成 3年 2月 27日 
変更 三好ヶ丘第三地区 

約 3.7ha 

(29ha) 
黒笹駅周辺 

三好町告示第 9号 

平成 9年 4月 18日 
変更 商業集積地区 

約 12.9ha 

(42ha) 
青木、前田 

みよし市告示第 40号 

平成 22年 12月 24日 
変更 

市制施行により決定

権者、住所の変更 
約 42ha  

みよし市告示第 49号 

平成 28年 6月 24日 
変更 

商業集積地区の防火

地域への変更 

▲約 13.1ha 

(29ha) 
青木、前田 

※ 準防火地域とは、防火地域と同様に市街地における火災の危険を防除するため定める地

域です。 

（規制概要：建物の規模に応じ耐火又は準耐火構造にする必要があります。） 
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５ 生産緑地地区※ 

  みよし市は、市制施行に伴い、市街化区域内の農地を宅地化する農地と保全する農地に

区分し、良好な都市環境の形成を図るため、平成 22(2010)年に生産緑地地区を指定し、そ

の後、追加申出に伴う変更を行っています。 

告示番号・年月日 種別 土地の区域 面積(合計) 備考 

みよし市告示第 23号 

平成 22年 5月 31日 
決定 三好丘旭一丁目地内 

約 0.10ha 

(0.10ha) 

 

みよし市告示第 58号 

平成 23年 12月 1日 
変更 三好町弥栄地内 

約 0.52ha 

(0.63ha) 

 

※ 生産緑地地区とは、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地

等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として指定する地区で

す。 
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Ⅴ 地区計画 

１ 地区計画 

  みよし市では、建築物及び建築物の敷地の秩序化を通じて、良好な居住環境の形成を促

すとともに開発事業等の効果の維持保全を図るために、平成 9(1997)年の三好中島地区及

び三好青木地区を始めとし、現在までに 14地区で地区計画を決定しています。 

名称 決定告示※ 計画地区の区分 面積（ha） 

三好青木地区計画 

H9.4.18町第 11号 

H11.7.7町第 16号 

H22.12.24市第 56号 

H28.6.24 市第 47号 

商業集積地区 約 9.2ha 

沿道商業地区 約 0.3ha 

計 約 9.5ha 

三好中島地区計画 

H9.4.18町第 10号 

H11.7.30町第 19号 

H22.12.24市第 55号 

H27.1.23市第 63号 

H29.6.22市第 50号 

住宅地区 約 15.9ha 

住商共存地区 約 2.2ha 

沿道サービス地区Ａ 約 4.3ha 

沿道サービス地区Ｂ 約 0.8ha 

沿道サービス地区Ｃ 約 1.8ha 

工業地区 約 4.6ha 

計 約 29.6ha 

みなよし台地区計画 
H12.10.31町第 18号 

H22.12.24市第 49号 

低層住宅地区 約 4.6ha 

沿道利用地区 約 0.5ha 

計 約 5.1ha 

三好黒笹研究開発工業

団地地区計画 

H12.10.31町第 19号 

H22.12.24市第 50号 

Ａ地区 約 5.8ha 

Ｂ地区 約 10.9ha 

計 約 16.7ha 

三好根浦地区計画 
H16.4.2町第 11号 

H22.12.24市第 51号 

Ａ地区 約 19.6ha 

Ｂ地区 約 12.3ha 

Ｃ－1地区 約 9.1ha 

Ｃ－2地区 約 38.0ha 

計 約 79.0ha 

三好石坂地区計画 
H16.8.3町第 33号 

H22.12.24市第 53号 
全域 約 7.4ha 

三好莇生辰己山地区計

画 

H16.4.2町第 10号 

H20.12.15町第 42号 

H22.12.24市第 54号 

Ａ地区 約 19.7ha 

Ｂ地区 約 8.6ha 

計 約 28.3ha 

打越三本松地区計画 
H20.12.15町第 43号 

H22.12.24市第 52号 
全域 約 1.2ha 
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名称 決定告示※ 計画地区の区分 面積（ha） 

南台地区計画 H24.3.1市第 4号 全域 約 5.7ha 

みよし打越山ノ神地区

計画 
H27.9.25市第 50号 全域 約 2.4ha 

三好中部地区計画 H28.6.24 市第 48号 

Ａ地区 約 3.7ha 

Ｂ地区 約 8.3ha 

計 約 12.0ha 

黒笹山手地区計画 
H29.9.28 市第 71号 

R2.12.10 市第 124号 
全域 約 19.9ha 

莇生山田地区計画 R2.1.17 市第 3号 

Ａ地区 約 7.1ha 

Ｂ-１地区 約 0.7ha 

Ｂ-２地区 約 1.5ha 

計 約 9.3ha 

福田池下地区計画 R2.3.27 市第 32号 全域 約 8.4ha 

福谷広久伝地区計画 R6.3.26 市第 37号 全域 約 4.1ha 

※  決定告示は、計画決定、変更の順。H22.12.24は、市制施行に伴う決定権者・住所の変更 
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Ⅵ 都市施設 

１ 交通施設（道路） 

  みよし市の都市計画道路は、市街地の拡大、人口の増加及び自動車交通の増大等に対

応するために変更を重ね、現在、36路線、約 69ｋｍに及び、改良済延長率は、約 81.7％

になっています。 

（１）都市計画道路規模別表 

区分 規模（幅員） 路線数 計画延長 改良済延長 整備率(％) 

１（自動車専用道路） 2（30ｍ≦Ｗ＜40ｍ） 1 860ｍ 860ｍ 100.0 

３（幹線街路） 

1（40ｍ≦Ｗ） 1 3,350ｍ 3,350ｍ 100.0 

2（30ｍ≦Ｗ＜40ｍ） 3 3,410ｍ 3,410ｍ 100.0 

3（22ｍ≦Ｗ＜30ｍ） 3 2,810ｍ 2,580ｍ 91.8 

4（16ｍ≦Ｗ＜22ｍ） 28 51,150ｍ 39,815ｍ 77.8 

5（12ｍ≦Ｗ＜16ｍ） 5 5,330ｍ 4,400ｍ 82.6 

８（特殊街路） 6（ 8ｍ≦Ｗ＜12ｍ） 1 1,500ｍ 1,500ｍ 100.0 

計   36※ 68,410ｍ 55,915ｍ 81.7 

※  複数の規模(幅員)を有する路線があるため、区分毎路線数の和は計と一致しません。 

 

 

（２）駅前広場※１の整備状況 

名称 面積 鉄道名 整備状況 都市計画道路名 告示番号・年月日※2 

黒笹駅前交

通広場 
約 5,000㎡ 

名古屋鉄道 

豊田線 
整備済 

3･4･216 

黒笹線 

愛知県告示第 1306号 

昭和 54年 12月 21日 

みよし市告示第 39号 

平成 22年 12月 24日 

三好ケ丘駅

前交通広場 
約 6,000㎡ 

名古屋鉄道

豊田線 
整備済 

3･3･207 

三好ヶ丘停車場

線 

愛知県告示第 1306号 

昭和 54年 12月 21日 

みよし市告示第 39号 

平成 22年 12月 24日 

※1 駅前広場は、多様な都市交通の中にあって、鉄道とバス、タクシー、自動車、二輪

車、徒歩等の他の交通手段との乗り継ぎを安全・円滑に行う交通結節機能を基本とし、

原則として鉄道駅には駅前広場を設けます。 

※2 決定告示は、上段が当初決定、下段が最終決定 
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（３）都市計画道路の整備状況 

名称 諸元(ｍ・車線) みよし市全域（ｍ・％） 

番号 路線名 幅員 車線数 計画延長 改良済延長 整備率 

 1･2･3 東名三好インター線 30 4 860 860 100.0 

 3･1･1 153号バイパス 41 8 3,350 3,350 100.0 

 3･2･20 豊田刈谷線 30 4 810 810 100.0 

 3･2･22 豊田知立バイパス線 20～30 4 3,040 3,040 100.0 

 3･2･28 日進三好線 30 4 210 210 100.0 

 3･3･207 三好ヶ丘停車場線 16～25 2 2,410 2,410 100.0 

 3･4･13 岡崎三好線 16～20 2 3,920 3,920 100.0 

 3･4･14 黒笹三好ヶ丘線 16～25 2，4 2,340 2,020 86.3 

 3･4･17 東郷豊田線 12～16 2 2,680 0 0 

 3･4･21 豊田知立線 16～25 2，4 9,800 8,710 88.9 

 3･4･26 名古屋三好線 16 2 2,840 1,400 49.3 

 3･4･29 春木豊田線 16～20 2 4,230 2,090 49.4 

 3･4･33 三好ヶ丘駒場線 16 2 7,680 5,910 77.0 

 3･4･35 インター1号線 16 2 910 910 100.0 

 3･4･43 三好北線 20 2 360 360 100.0 

 3･4･201 福谷三好ヶ丘線 16 2 1,850 1,850 100.0 

 3･4･202 インター2号線 16 2 720 720 100.0 

 3･4･203 東郷三好線 20 2 340 220 64.7 

 3･4･204 中島線 20 2 410 410 100.0 

 3･4･205 平池天王台線 20 2 1,210 850 70.2 

 3･5･206 緑ヶ丘線 12 2 1,450 1,450 100.0 

 3･4･208 三好南線 16 2 1,510 1,510 100.0 

 3･4･209 三好明知下線 16 2 2,760 2,760 100.0 

 3･4･210 弥栄線 16 2 770 770 100.0 

 3･4･211 弥栄明知線 18 2 770 770 100.0 

 3･4･212 青木線 20 2 320 320 100.0 

 3･4･214 インター4号線 16 2 200 200 100.0 

 3･4･215 黒笹福谷線 16 2 1,640 0 0 

 3･4･216 黒笹線 16 2 1,910 1,910 100.0 

 3･4･217 中大通線 16 2 1,090 1,090 100.0 

 3･4･220 三好中央線 18 2 320 0 0 

 3･4･221 森曽線 16～19 2 830 530 63.9 

 3･5･213 インター3号線 12 2 600 600 100.0 

 3･5･218 蜂ヶ池線 12～20 2 1,450 1,135 78.2 

 3･5･219 ひばりヶ丘線 12 2 1,320 1,320 100.0 

 8･6･201 三好ヶ丘 1号線 8 － 1,500 1,500 100.0 

計 36路線   68,410 55,915 81.7 
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（参考） 

施設の種類 種別 内容 

自動車専用道路  

高速性の確保、大量の交通を処理するため、特に

自動車専用道路として計画される道路で、全国的高

速道路網である都市間高速道路と大都市内の都市

高速道路がその代表的なものである。 

幹線街路 

主要幹線道路 

県内通過交通や都市間交通等の方向性を有する

比較的長い距離の交通を分担し、下位の道路への不

要な交通の進入を軽減し、かつ自都市と他都市を効

率的に連絡する道路で、県内の骨格的ネットワーク

として位置づけられる道路。 

都市幹線道路 

主要幹線道路あるいは都市内の主要な交通発生

集中源を結び、都市の骨格を形成する道路で、都市

内交通の内、比較的長い距離の交通需要に対応する

道路。 

地区幹線道路 
近隣住区の外側を形成し、地区内の幹線的機能を

有する道路。 

補助幹線道路 
区画街路の交通を集め、地区幹線道路に連絡する

道路。 

区画街路  
近隣住区等の地区における街区を形成し、また沿

道宅地へのサービスを目的として配置される街路。 

特殊街路 

歩行者専用道 

自転車道 

自転車歩行者道 

歩行者、自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれ

の交通の用に供する道路。 

都市モノレール

専用道等 
都市モノレール等の交通の用に供する道路。 

路面電車道 路面電車の交通の用に供する道路。 

 

番号の付し方 

【区分】 【規模】 【一連番号】 

 

【区分】 

1 自動車専用道路 

3 幹線街路 

7 区画街路 

8 特殊街路のうち歩行者、自転車又は歩行者及び自転車専用道 

9 特殊街路のうち都市モノレール専用道等 

10特殊街路のうち路面電車道 

【規模】 

幅員※により

次のとおり

とする。 

1 40ｍ以上のもの 

2 30ｍ以上 40ｍ未満のもの 

3 22ｍ以上 30ｍ未満のもの 

4 16ｍ以上 22ｍ未満のもの 

5 12ｍ以上 16ｍ未満のもの 

6  8ｍ以上 12ｍ未満のもの 

7  8ｍ未満のもの 

【一連番号】 都市計画区域ごとに、区分ごとに一連番号を付す。 

※ 幅員とは、車道、歩道、分離帯等の幅員構成を含めた有効幅員をいいます。 
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２ 公共空地（公園・緑地） 

みよし市の都市計画公園・緑地は、昭和 42(1967)年 9月に三好公園等が決定されて以

来、人口の増加等に伴い追加変更を行い、現在では公園 37か所、約 113ha、緑地 8か所、

約 38haの計画決定がされています。 

（１）都市公園の整備状況 

名称 面積 

区分(箇所数) 番号 公園名 計画(ha) 供用(ha) 整備率(％) 

総合公園(1) 5・6・1 三好公園 70.40 16.49 23.4 

地区公園(3) 

4・5・21 保田ヶ池公園 13.30 13.08 98.3 

4・4・22 細口公園 7.00 7.00 100.0 

4・3・23 福谷公園 3.90 0 0 

近隣公園(5) 

3・3・101 三好丘公園 2.80 2.80 100.0 

3・3・102 三好丘桜公園 3.80 3.80 100.0 

3・3・103 黒笹公園 1.50 1.50 100.0 

3・3・104 森曽公園 1.30 1.30 100.0 

3・3・105 三好根浦公園 1.10 1.10 100.0 

街区公園(28) 

2・2・201 小坂公園 0.27 0.27 100.0 

2・2・202 蜂ヶ池公園 0.24 0.24 100.0 

2・2・203 天王公園 0.47 0.46 97.9 

2・2・204 東山公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・205 北井山公園 0.30 0.30 100.0 

2・2・206 南井山公園 0.26 0.26 100.0 

2・2・207 井守下公園 0.35 0.35 100.0 

2・2・208 下り松公園 0.32 0.32 100.0 

2・2・209 三戸口公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・210 堂之後公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・211 舟ヶ峪公園 0.30 0.30 100.0 

2・2・212 緑丘公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・213 貝ノ木公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・214 向田公園 0.29 0.29 100.0 

2・2・215 池下公園 0.29 0.29 100.0 

2・2・216 寺山公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・217 馬堤公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・218 広久伝公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・219 大沢公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・220 莇生水洗公園 0.20 0.20 100.0 

2・2・221 ひばりヶ丘公園 0.51 0.51  100.0 

2・2・222 丸根公園 0.25 0.25 100.0 

2・2・223 定一貫公園 0.22 0.22 100.0 

2・2・224 清水道公園 0.21 0.21 100.0 

2・2・225 根浦公園 0.20 0.20 100.0 

2・2・226 坂上公園 0.52 0.52 100.0 

2・2・227 新前田西公園 0.23 0.23 100.0 

2・2・228 新前田東公園 0.13 0.13 100.0 

計(37)  112.91 54.87 48.6 
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（２）都市緑地の整備状況 

名称 面積 

区分(箇所数) 番号 緑地名 計画(ha) 供用(ha) 整備率(％) 

緑地(6) 

第 5号 境川緑地 13.90 5.22 37.6 

第 8号 陣取山緑地 0.64 0.64 100.0 

第 10号 三好丘緑地 8.80 8.80 100.0 

第 11号 八和田山緑地 0.62 0.62 100.0 

第 16号 福田緑地 0.33 0.33 100.0 

第 20号 境川きたよし緑地 11.70 0 0 

緑道(2) 
第 9号 前田緑道 1.37 1.19 86.9 

第 12号 三吉緑道 0.31 0.31 100.0 

計 8か所 37.67 17.11 45.40 

 

（３）人口１人当たりの公園等の面積 

区分 計画決定面積 １人当たりの面積 供用開始面積 １人当たりの面積 

公 園 112.91ha 18.4㎡ 54.87ha 8.9㎡ 

緑 地 37.67ha 6.1㎡ 17.11ha 2.8㎡ 

全 体 150.58ha 24.5㎡ 71.98ha 11.7㎡ 

人口： 61,380 人（令和 6(2024)年 4月 1日現在） 
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（参考）都市公園法施行令第２条 

施設の種類 種別 内容 

公 園 

街区公園 
主に街区内に居住する者の利用を目的とする公園 

標準面積 0.25ha/か所 

近隣公園 
主に近隣に居住する者の利用を目的とする公園 

標準面積 2ha/か所 

地区公園 
主に歩行圏域内に居住する者の利用を目的とする公園 

標準面積 4ha/か所 

総合公園 

主に市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、

遊戯、運動等総合的な利用を目的とする公園 

住民が容易に利用できる位置に配置、それぞれその利用

目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮するこ

とができるようにその敷地面積を定める(a) 

運動公園 
主に運動を目的とする公園 

上記(a) 

広域公園 
市町村の区域を超える広域の利用を目的とする公園 

上記(a) 

特

殊

公

園 

風致公園 
主に風致の享受を目的とする公園 

自然条件に応じ適切に配置 

動植物公園 

動物公園、植物公園、歴史公園、その他特殊な利用を目

的とする公園 

都市規模に応じて適切に配置 

緑 地 

都市緑地、緩衝

緑地、緑道、河

川敷緑地 

その存在機能により都市環境の改善、安全性の向上、都

市景観の増進等を目的とするため設ける公共空地 

 

番号の付し方 

【区分】 【規模】 【一連番号】 

 

【区分】 

2 街区公園 

3 近隣公園 

4 地区公園 

5 総合公園 

6 運動公園 

7 特殊公園 〔風致公園〕 

8 特殊公園 〔動物公園・植物公園・歴史公園・その他〕 

9 広域公園 

【規模】 

面積により

次のとおり

とする。 

2   1ha未満のもの 

3   1ha以上  4ha未満のもの 

4   4ha以上 10ha未満のもの 

5  10ha以上 50ha未満のもの 

6  50ha以上 300ha未満のもの 

7 300ha以上のもの 

【一連番号】 
街区公園、近隣公園、地区公園については、都市計画区域の都市ごとの

一連番号を付す。その他の公園は、都市計画区域ごとの一連番号を付す。 
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３ 処理施設（下水道） 

  みよし市の下水道は、新市街地開発地域については、昭和 59(1984)年度から単独

公共下水道にて事業着手し、昭和 62(1987)年 11月に供用開始しました。その後、既

成市街地の下水道整備のために、昭和 62(1987)年度から流域関連公共下水道に事業

着手し、平成 8(1996)年 11月に供用開始しました。令和 4(2022)年度から広域化・共

同化事業に着手し、農業集落排水事業とコミュニティ・プラント事業を公共下水道に

接続していきます。 

（１）下水道の整備状況 

  ア 公共下水道（下水道法事業認可区域） 

地区名 計画面積（ha） 整備済面積（ha） 整備率（％） 

既成市街地 565 438 77.5 

三好根浦 80 80 100.0 

三好ヶ丘 226 226 100.0 

黒笹(三好ヶ丘第三) 88 88 100.0 

三好西部 146 80 54.8 

黒笹 42 42 100.0 

井ノ花 31 31 100.0 

打越１ 22 0 0.0 

明知 84 0 0.0 

打越２ 64 0 0.0 

新田根浦 23 0 0.0 

福谷 45 0 0.0 

莇生 59 0 0.0 

福田 21 0 0.0 

明知上 24 0 0.0 

合計 1,520 985 64.8 

 

  イ 農業集落排水事業 

地区名 計画面積（ha） 整備済面積（ha） 整備率（％） 

明知 84 84 100.0 

打越２ 64 64 100.0 

新田根浦 23 23 100.0 

福谷 45 45 100.0 

莇生 59 59 100.0 

福田 21 21 100.0 

合計 296 296 100.0 

 

  ウ コミュニティ・プラント事業 

地区名 計画面積（ha） 整備済面積（ha） 整備率（％） 

明知上 24 24 100.0 

合計 24 24 100.0 
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（２）下水道都市計画決定 

告示番号・年月日 内容 

 

昭和 46年 1月 12日 

当初決定 

市街化区域 406.1haの都市計画決定を行う。 

三好町告示第 70号 

昭和 59年 8月 6日 
市街化区域 713.0haの都市計画決定を行う。 

三好町告示第 3号 

平成 2年 2月 23日 

上ヶ池貯留地の廃止 

管渠位置及び区域の変更 

三好町告示第 9号 

平成 6年 8月 19日 

市街化区域 859.0haの都市計画決定を行う。 

排水区域 100ha未満の幹線管渠の廃止 

三好町告示第 16号 

平成 13年 10月 3日 

市街化区域 902.0haの都市計画決定を行う。 

排水区域 1,000ha未満の幹線管渠の廃止 

三好町告示第 8号 

平成 21年 2月 4日 
市街化区域 918.0haの都市計画決定を行う。 

愛知県告示第 793号 

みよし市告示第 44号 

平成 22年 12月 24日 

市制施行に伴う決定権者、住所の変更 

みよし市告示第 51号 

平成 25年 11月 28日 

市街化区域 926.0haの都市計画決定を行う。 

福田第２雨水ポンプ場の追加 

みよし市告示第 39号 

平成 30年 7月 5日 
三好ヶ丘第４中継ポンプ場の廃止 

みよし市告示第 7号 

令和 6年 1月 15日 

市街化区域 954.0haの都市計画決定を行う。 

三好汚水幹線の延伸 
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Ⅶ 市街地開発事業 

１ 土地区画整理事業 

  みよし市では、昭和 46(1971)年から良好な住宅環境等の整備をするため、土地区画整

理事業を積極的に行い、現在、9施行地区が完了しており、市街化区域の約 44％に当た

る区域が整備済みです。 

（１） 事業施行済地区 

地区名 
面積 

（ha） 

事業認可年月日 

換地処分年月日 
事業年度 施行者 

三好第一地区 24.0 
昭和 46年 7月 26日 

昭和 50年 10月 31日 

昭和46(1971)年度～ 

昭和 50(1975)年度 
組合 

三好第二地区 29.9 
昭和 54年 6月 25日 

昭和 62年 4月 20日 

昭和54(1979)年度～ 

昭和 62(1987)年度 
組合 

三好ヶ丘第一地区 125.6 
昭和 56年 9月 26日 

平成 5年 4月 30日 

昭和56(1981)年度～ 

平成 5(1993)年度 

独立行政法人 

都市再生機構 

三好ヶ丘第二地区 88.1 
昭和 59年 8月 4日 

平成 7年 2月 10日 

昭和59(1984)年度～ 

平成 6(1994)年度 

独立行政法人 

都市再生機構 

三好中央地区 19.3 
昭和 62年 11月 26日 

平成 7年 2月 10日 

昭和62(1987)年度～ 

平成 7(1995)年度 
組合 

三好ヶ丘中央地区 15.7 
平成 9年 3月 7日 

平成 14年 11月 1日 

平成 8(1996)年度～ 

平成 14(2002)年度 

独立行政法人 

都市再生機構 

三好ヶ丘第三地区 88.0 
昭和 59年 11月 21日 

平成 23年 5月 6日 

昭和59(1984)年度～ 

平成 24(2012)年度 
組合 

三好根浦地区 75.8 
平成 5年 2月 26日 

平成 27年 5月 15日 

平成 4(1992)年度～ 

平成 27(2015)年度 
組合 

三好中部地区 12.0 
平成 24年 3月 23日 

令和 4年 10月 14日 

平成23(2011)年度～ 

令和 4(2022)年度 
組合 

計 478.4    

 

（２） 事業計画地区 

地区名 
面積 

（ha） 

三好中部地区（平池の一部） 5.2 

計 5.2 

 



Ⅷ 促進区域 
１ 土地区画整理促進区域 
  みよし市では、無秩序な市街化を防止し、健全な市街地を誘導するために、昭和

54(1979)年の三好ヶ丘第一土地区画整理促進区域をはじめ、５区域の土地区画整理促進

区域を決定しています。 
告示番号・年月日 内容 面積 備考 

三好町告示第 68号 

昭和 54年 12月 21日 

三好ヶ丘第一土地区画

整理促進区域の決定 
約 125.7ha 

八兵、北井山、南井山、

井守下、上三戸口、下り

松 

三好町告示第 68号 

昭和 54年 12月 21日 

三好ヶ丘第三土地区画

整理促進区域の決定 
約 87.3ha 三本木、縄手上、西新田、

清水、原山、大力池下、

大力池上、寺山、馬堤、

丸根、伊保道、広久伝、

大澤、西ノ洞、四反田、

八兵 

三好町告示第 4号 

昭和 62年 2月 20日 

三好ヶ丘第三土地区画

整理促進区域の変更 
約 88.3ha 

みよし市告示第 47号 

平成 22年 12月 24日 

市制施行に伴う決定権

者、住所の変更 

三好町告示第 84号 

昭和 57年 10月 4日 

三好ヶ丘第二土地区画

整理促進区域の決定 
約 88.1ha 

貝ノ木、狐洞、堂ノ後、

棚田、阿弥陀堂、吉良戸、

下り松、寺田、重郎左、

舟ヶ峪、寺峪、山ノ上 

三好町告示第 6号 

平成 4年 3月 30日 

三好根浦土地区画整理

促進区域の決定 
約 75.8ha 

根浦、定壱貫、上地念古、

坂上、清水道、蟹畑、大

日、落合 
みよし市告示第 46号 

平成 22年 12月 24日 

市制施行に伴う決定権

者、住所の変更 

三好町告示第 14号 

平成 9年 4月 18日 

三好中部土地区画整理

促進区域の決定 
約 17.3ha 

新屋、大原、北中島、蝉

田、前部垣内、平池、前

田 
みよし市告示第 48号 

平成 22年 12月 24日 

市制施行に伴う決定権

者、住所の変更 

計  約 395.3ha  
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